軽自動車税（種別割）の税率
〇四輪車及び三輪車
	車　種
	税率（年額）

	
	車検証の初度検査年月

	
	平成27年3月３１日以前
	平成27年4月1日以後
	グリーン化特例（軽課）（※１）
	平成24年3月31日以前（※２）

	
	
	
	（ア）
	（イ）
	（ウ）
	

	四輪
	乗用・営業用
	５，５００円
	６，９００円
	１，８００円
	３，５００円
	５，２００円
	８，２００円

	
	乗用・自家用
	７，２００円
	１０，８００円
	２，７００円
	－
	－
	１２，９００円

	
	貨物・営業用
	３，０００円
	３，８００円
	１，０００円
	－
	－
	４，５００円

	
	貨物・自家用
	４，０００円
	５，０００円
	１，３００円
	－
	－
	６，０００円

	三　輪
	３，１００円
	３，９００円
	１，０００円
	２，０００円
	３，０００円
	４，６００円


（※１）新規登録した車両で、低排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両については１年度分に限り、性能に応じたグリーン化特例（軽課）が適用されます。
令和７年度は、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までに新規登録した車両で、以下の（ア）から（ウ）
に該当する車両が対象です。
各燃費基準の達成状況は、自動車検車証（車検証）の備考欄に記載されています。

　（ア）電気軽自動車、天然ガス軽自動車（平成３０年排出ガス基準適合または平成２１年排出ガス基準
１０％低減達成）

　（イ）乗用（営業用）：ガソリンを燃料とする軽自動車で、平成３０年排出ガス基準５０％低減達成また
は平成１７年排出ガス基準７５％低減かつ、令和１２年度燃費基準９０％以上達
成車
三輪：営業用のみ対象

　（ウ）乗用（営業用）：ガソリンを燃料とする軽自動車で、平成３０年排出ガス基準５０％低減達成また
は平成１７年排出ガス基準７５％低減かつ、令和２年度燃費基準達成かつ令和
１２年度燃費基準７０％以上達成車
三輪：営業用のみ対象

（※２）新規登録後１３年を経過した車両。ただし、燃料の種類が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車を除きます。

※新規登録とは
初めて車両番号の指定を受けること。
新車・中古車を問わず自動車検査証（車検証）の「初度検査年月」欄に記載されている年月が初めて車両番号の指定を受けた年月となります。購入した年月と異なる場合があります。

○原動機付自転車・二輪車及び小型特殊自動車等
	車　種
	税率（年額）

	原動機付自転車
	総排気量が５０ｃｃ以下のもの
	２，０００円

	
	総排気量が125ｃｃ以下かつ最高出力が4.0ｋｗ以下のもの
	２，０００円

	
	特定小型原動機付自転車
	２，０００円

	
	総排気量が５０ccを超え９０cc以下のもの
	２，０００円

	
	総排気量が９０ccを超え１２５cc以下のもの　　　　
	２，４００円

	
	ミニカー
	３，７００円

	[bookmark: _GoBack]二輪の軽自動車
	総排気量が１２５ｃｃを超え２５０ｃｃ以下のもの　　　
	３，６００円

	二輪の小型自動車　
	総排気量が２５０ｃｃを超えるもの
	６，０００円

	軽自動車
	２輪トレーラー
	３，６００円

	
	雪上走行用
	３，６００円

	小型特殊自動車
	農耕用
	１，６００円

	
	その他のもの
	４，７００円



